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雲南市

定住推進員による
空き家の紹介

移住者

② 空き家改修事業補助金の申請

⑨ 補助金の支払（完了検査後、口座
振替にて）

① 空き家バンクへの登録

所有者

改修業者

改修後

改修前

地域活動や自治会への参加

⑤ 空き家改修事業補助金の実績報告書

工事代金の支払

④ 改修工事

③ 空き家改修事業補助金の交付決定

⑧ 空き家改修事業補助金の請求

⑥ 空き家改修事業補助金の検査通知

⑩ 空き家改修事業補助金の確定通知

⑦ 完了検査

空
き
家
バ
ン
ク
の
利
用
申
請

改修工事後、１０年
間は賃貸にのみ使
用可能。売買不可。

【空き家改修事業補助金
の手続きについて】

□ 空き家バンクへの登録が必
要です。（空き家バンク物件への
入居は地域づくり活動や自治会
加入に積極的参加する方をお願
いしています。）

□ 所有者が申請者になるタイプ
と所有者の同意を得て入居者が
申請者になるタイプがあります。

□ 原則、入居する前に改修をす
ることが要件です。（UIターン者が
申請者になる場合は、移住後1年
以内であれば申請可能です。）

□ 申請に関する手順は、この図
の①～⑩の順に進みます。

□ 補助金の交付決定等に関わ
らず、工事代金の支払をしてくだ
さい。（提出された書類の精査や
検査日程の調整などにより時間
がかかることがあります。）

□ この補助金を使われた物件
は10年間UIターン者用の賃貸物
件として使用する又は10年間対

象物件に住み続けなくてはいけ
ません。（売却した場合や自宅や
家族の離れとして使用した場合
などは補助金返還となります。ま
た、１０年間は毎年、所有者に対
して利用状況に関する調査が行
われます。）


